
○ 担当部の検討結果

申 請 内 容 制 度 の 現 状 基本 必要

申請者 及 び 担当部局 及 び 的な な 対 応 策 等 そ の 他 連絡先

特 例 措 置 根 拠 意見 措置

余市町 （申請内容） 保健福祉部 飲食店の施設基準につ Ａ － 農業体験民宿における飲食店営業の施 「農業体験民宿を核とした 食品衛生課食

国の認定を受けた特区 いては、食品衛生法施行 設基準の弾力的な運用については、平成 グリーンツーリズム推進」 品安全グルー

計画により農家民宿等を 条例第４条第１項により １９年４月に北海道チャレンジパートナ に係る特例措置実施要領（平 プ

営む農業者が自ら生産し 規定している。 ー特区制度の特例措置として位置づけら 成１９年４月２日施行）（企

た果実を原料としたワイ れていることから、特例措置の適用に係 画振興部）

ンやリキュールを製造 る要綱に基づき対応する。

し、提供が可能となった

ことから、「農業体験民

宿を核としたグリーンツ

ーリズム推進」に係る特 <基本的な意見の分類>

例措置の適用を受け、農 A：特区として対応
家民宿やワイナリーに宿 B：全道的に対応
泊しながら、地域の風土 C：特区として対応不可
や文化を体験できる体制 D：現行の規定により対応可能
を整備することでグリー E：事実誤認
ンツーリズムを推進す

る。

（特例措置）

○北海道食品衛生法施行

条例における施設基準

の緩和措置の適用

○ 関係部の意見

意 見 照 会 の 内 容 関係部局 意 見 の 内 容 そ の 他 連絡先

地元農家が自ら栽培した農作物 農 政 部 特に意見なし 農政課政策調

等を活用した料理やワインを提供 整グループ

するため、「北海道食品衛生法施

行条例における施設基準の緩和措

置を受けること」について


